
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



序 

 

 米原市のシンボル・伊吹山（標高 1,377ｍ）は、本州のほぼ中央、滋賀県と岐阜県の県境

にそびえる滋賀県の最高峰で、伊吹山地の南端に属しながら、あたかも独立峰のように、

南北に稜線を広げた重厚な美しい山容をみせます。一方で、その気候風土は、日本海型気

候と太平洋型気候の境界に位置することから、夏には太平洋からの風の影響で雲霧が多発

し、冬には山麓から山頂にかけて豪雪をもたらし、濃尾平野に冷たく厳しい伊吹颪を吹き

降ろすことで知られています。さらに、石灰岩が広く分布して露頭する、特徴的な景観な

どから、古代には、荒ぶる神が棲む山として『古事記』『日本書紀』に登場します。 

 このような地理的・気候的条件のため、山頂部を中心に日本では希少な山地草原が発達

し、学術的価値が極めて高い地域として、昭和 40年に「伊吹山頂草原植物及びその自生地」

として滋賀県の天然記念物に指定されました。しかし、当時、登山者がお花畑を踏み荒ら

し、多くの植物、鳥類、昆虫類が危機的な状況となっており、昭和 47年、中日新聞が「伊

吹山を守ろう」キャンペーンを展開し、これを受けて、旧伊吹町で「伊吹山を守る会」を

発足し、保護の輪を広げました。以後、今日まで、学術調査や、復元試験事業、整備・清

掃活動に、民間保全団体、企業、行政が取り組まれてきました。そして、平成 15年には「伊

吹山頂草原植物群落」の名称で国の天然記念物に指定されました。 

平成 20年には「伊吹山自然再生協議会」が設置され、伊吹山全山の環境保全のためのさ

まざまな活動が実施されてきました。しかし、ここ数年、ニホンジカとイノシシによる獣

害が酷く、草原植物群落の状況を急速に悪化させる事態にいたりました。 

こうした状況を解決し、伊吹山頂草原植物群落（山頂お花畑）を多くの人に愛される貴

重な文化財として保護していくために、米原市教育委員会では、文化庁、滋賀県教育委員

会の指導の下、学識経験者、地元代表者、関係行政機関で「天然記念物保存管理計画策定

委員会」を組織し、このたび、計画の策定と、本報告書を刊行することができました。 

伊吹山全山に関しては、すでに、伊吹山自然再生協議会による『基本構想』『実施計画』

が策定されており、今後は、これらの先行計画と連携しながら、本計画に基づき、「伊吹山

頂草原植物群落」を文化財として適正に保全していくとともに、その価値を損なうことな

く、整備・活用を図っていきたいと思います。 

結びに、この計画策定にあたり尽力くださいました天然記念物保存管理計画策定委員会

委員の皆さまをはじめ、文化庁記念物課、滋賀県教育委員会文化財保護課の皆さまに、厚

くお礼申し上げ、巻頭のあいさつといたします。 

 

平成 28年３月 

 

米原市教育委員会教育長 山 本 太 一 



例   言 

 

１．本書は、滋賀県米原市伊吹山に所在する国指定天然記念物「伊吹山頂草原植物群落」

の保存管理計画書である。 

 

２．保存管理計画は、平成 27年度に市単独事業として米原市教育委員会が策定した。 

 

３．保存管理計画の策定のため学識経験者および関係者からなる「国指定天然記念物「伊

吹山頂草原植物群落」保存管理計画策定委員会」（野間直彦会長）を組織し、策定をおこ

なった。 

 

４．本書の編集は、策定委員会における審議を基に、文化庁および滋賀県教育委員会の指

導を受けて、米原市教育委員会事務局歴史文化財保護課がおこなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 天然記念物の位置 
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